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北九州市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。 
  令和８年４月３０日 

北九州市長 武 内 和 久   
北九州市規則第２６号 

北九州市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する 

規則 

北九州市消防団員等公務災害補償条例施行規則（昭和４４年北九州市規則第

６号）の一部を次のように改正する。 

 別表第４の常時介護を要する状態の（２）の項中「８万５，４９０円」を「

９万７９０円」に改め、同表の随時介護を要する状態の（２）の項中「４万２

，７００円」を「４万５，４００円」に改める。 

   付 則 

 （施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第４の規定は、令和８年

４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正後の別表第４の規定は、令和８年４月１日以後の期間に係る介護補償

の額について適用し、同日前の期間に係る介護補償の額については、なお従

前の例による。 
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北九州市告示第２０４号 

  瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第５条第１項の

規定による特定施設の設置の許可申請があったので、同条第４項の規定により

その概要を告示し、同条第３項に規定する事前評価に関する事項を記載した書

面を次のとおり公衆の縦覧に供する。 

 なお、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、縦覧期間満了の日

までに、北九州市長に、事前評価に関する事項についての意見書を提出するこ

とができる。  
  令和８年４月３０日 

北九州市長 武 内 和 久  
１  申請の概要  

（１） 申請者  
      北九州市戸畑区大字中原４６番８０号 

日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社 

九州製造所 所長 伊津野茂 

（２） 工場又は事業場の所在地及び名称  
      北九州市戸畑区大字中原４６番８０号  

日鉄ケミカル＆マテリアル株式会社九州製造所 

 （３） 設置される特定施設に関する事項 

ア 名称、種類及び能力 

名称 粗製フェノール工程 Ｔ－７０１（キシレンタンク） 

種類 
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）

別表第１の第２９号―ロに掲げる静置分離器 

能力 １２ｍ３  

イ 使用時間間隔、１日当たりの使用時間、季節的変動及び施設の使用開 

始年月日 

使用時間間隔  ２４時間  

１日当たりの使用時間  ２４時間  

季節的変動  なし  

使用開始年月日  許可日以降  
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ウ 使用時において当該特定施設から排出される汚水等の１日当たりの通常 

の量及び最大の量並びに汚染状態の通常の値及び最大の値 

汚水等の量  

（ｍ３／日）  

通常 ０  

最大 ０．３～０．４  

水素イオン濃度  
通常 ７～８  

最大 ７～８  

化学的酸素要求量  
（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３３，０００  

最大 ３３，０００  

フェノール類含有量 

（ｍｇ／ℓ ）  

通常 １６，０００  

最大 １６，０００  

ノ ル マ ル ヘ キ サ ン 抽 出

物質含有量 

（ｍｇ／ℓ ）  

通常 ２１０  

最大 ２１０  

（４） 汚水等の処理施設に関する事項 

   汚水の処理施設の名称、使用時における当該汚水処理施設による処理後 

の汚水等の１日当たりの通常の量及び最大の量並びに当該汚水等の汚染状 

態の通常の値及び最大の値 

処理施設名 活性汚泥処理設備 

項目 設置前  設置後  
汚水等の量  
（ｍ３／日）  

通常 ３５９４．６ 

最大 ３９７７．７  
同左 

水素イオン濃度  
通常 ７～８ 

最大 ６～８ 
同左  

化学的酸素要求量  
（ｍｇ／ℓ ）  

通常 ２３０ 

最大 ３８０ 
同左 

浮遊物質量  
（ｍｇ／ℓ ）  

通常 ４０ 

最大 １００ 
同左 

シアン化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２．０ 

最大 ３．５ 
同左 

フェノール類含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １．０ 

最大  
同左  

ノ ル マ ル ヘ キ サ ン 抽

出物質含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １．０ 

最大  
同左 
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（５） 排出水に関する事項 

ア 排水口名 Ｎｏ．２排水口 

イ 排水量及び汚染の状態 

項目  設置前 設置後 

排出水の量  
（ｍ３／日）  

通常 ５５５０８．６ 

最大 ７８１７３．７ 
同左 

水素イオン濃度 
通常 ５ 

最大 ９ 
同左 

化学的酸素要求量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ２９ 

最大 ３９ 
同左 

浮遊物質量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ３０ 

最大 ４０ 
同左 

シアン化合物 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．３ 

最大 ０．５ 
同左 

フェノール類含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．３ 

最大 ０．５ 
同左 

ノ ル マ ル ヘ キ サ ン 抽

出物質含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 １．２ 

最大 ２．０ 
同左 

窒素含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ５０ 

最大 ７０ 
同左 

燐
りん

含有量 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常 ０．５ 

最大 １．０ 
同左 

ベンゼン 

（ｍｇ／ℓ ） 

通常  

最大 ０．０８ 
同左 

２  縦覧の期間及び場所  
（１） 期間  

令和８年４月３０日から同年５月２１日まで（日曜日、土曜日及び国民  
の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く  
。）の毎日午前８時３０分から午後５時１５分まで  

（２） 場所 

北九州市小倉北区城内１番１号 

北九州市環境局環境監視部環境監視課 

３  意見書の提出要領  
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事前評価に関する事項についての意見をできるだけ具体的に記載した文書 

を、令和８年５月２１日までに前項第２号の場所に到着するように提出する 

こと。 
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北九州市告示第２０５号  

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年

法律第１２３号）第５４条第２項の規定により育成医療及び更生医療に係る指

定自立支援医療機関の指定をしたので、同法第６９条第１号の規定により次の

とおり告示する。 

  令和８年４月３０日 

北九州市長 武 内 和 久  

１ 薬局（育成医療及び更生医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

八幡西調剤薬局 北九州市八幡西区八枝三丁目１２

番１号 

令 和 ８ 年 ５

月１日 

サンキュー薬局門司駅

店 

北九州市門司区中町１番３２号 令 和 ８ 年 ５

月１日 

薬局銀ちゃん 北九州市小倉北区香春口一丁目６

番７号 

令 和 ８ 年 ５

月１日 

ほしぞら薬局 北九州市小倉南区徳力四丁目１５

番５号 

令 和 ８ 年 ５

月１日 

 

２ 訪問看護（育成医療及び更生医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

ソフィアメディ訪問看

護ステーション八幡西 

北九州市八幡西区本城一丁目１２

番２７号 

令 和 ８ 年 ５

月１日 

訪問看護ステーション

Ａｌｍａ（アルマ） 

北九州市戸畑区中原西二丁目２番

１号 

令 和 ８ 年 ５

月１日 

訪問看護ステーション 

はな 戸畑 

北九州市戸畑区幸町１１番１７号 令 和 ８ 年 ５

月１日 

 

３ 訪問看護（更生医療） 

指定自立支援医療機関

の名称 

指定自立支援医療機関の所在地 指定年月日 

ＳＪＲ別院訪問看護ス

テーション 

北九州市門司区柳原町１１番３０

号 

令 和 ８ 年 ５

月１日 
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北九州市告示第２０６号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、認可地縁団体から次のとおり告示事項の変更の届出があった。 

  令和８年４月３０日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 認可地縁団体の名称 

  若松区第２３区自治会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 橋口征男 北九州市若松区宮丸二丁目２６番２１

号 

変更後 古田政範 北九州市若松区宮丸二丁目２６番１７

号 

３ 変更年月日 

  令和６年５月１９日 
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北九州市告示第２０７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、認可地縁団体から次のとおり告示事項の変更の届出があった。 

  令和８年４月３０日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 認可地縁団体の名称 

  湯川校区自治連合会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 村内 実 北九州市小倉南区湯川三丁目２番１７

号 

変更後 近藤哲也 北九州市小倉南区葛原二丁目２１番２

１号 

３ 変更年月日 

  令和８年４月１１日 
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北九州市告示第２０８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、認可地縁団体から次のとおり告示事項の変更の届出があった。 

  令和８年４月３０日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 認可地縁団体の名称 

  東筑苑町内会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 北村千鶴 北九州市八幡西区折尾二丁目９番２３

号 

変更後 一瀬 進 北九州市八幡西区折尾二丁目９番１５

号 

３ 主たる事務所の変更 

変更前後の別 主たる事務所の所在地 

変更前 北九州市八幡西区折尾二丁目９番２３号 

変更後 北九州市八幡西区折尾二丁目９番１５号 

４ 変更年月日 

  令和８年４月１日 
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北九州市告示第２０９号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、認可地縁団体から次のとおり告示事項の変更の届出があった。 

  令和８年４月３０日 

北九州市長 武 内 和 久   

１ 認可地縁団体の名称 

  若松区第六区自治会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 川本和二三 北九州市若松区本町二丁目４番１２号 

変更後 鈴木田みゆき 北九州市若松区本町三丁目５番１３－

７０５号 

３ 変更年月日 

  令和８年３月３０日 
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北九州市公営競技局公告第７号 

 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７

年政令第３７２号）第４条に規定する特定調達契約につき、落札者を決定した

ので、北九州市公営競技局物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程

（平成３０年北九州市公営競技局管理規程第１１号 ) 第２条において準用する

北九州市物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則 (平成７年北九州

市規則第７８号 ) 第１２条第１項の規定により次のとおり公告する。 

  令和８年４月３０日 

               北九州市公営競技局長 宮 金  満   

１ 購入品目及び予定数量 

  モーターボート競走出走表 ６２万７，５００枚 

２ この公告に係る契約に関する事務を担当する主管課の名称及び所在地 

  北九州市公営競技局ボートレース事業課 

  北九州市若松区赤岩町１３番１号 

３ 落札者を決定した日 

  令和８年３月３０日 
４ 落札者の名称及び住所 
  株式会社ゼンリンプリンテックス 
  北九州市門司区松原三丁目５番８号 
５ 落札金額 
  ３，７８９万６，０００円 
６ 契約の相手方を決定した手続 
  一般競争入札 
７ 一般競争入札の公告をした日 
  令和８年２月１３日 
８ 落札方式 
  最低価格による。 
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